
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　フレームめっき法によって、隣接する複数の線状部分を有するパターン化薄膜を形成す
る方法であって、
　下地の上に、底部近傍においてアンダーカットの入った形状のフレームを形成する工程
と、
　前記フレームを用いてめっきを行って、前記線状部分において前記下地に近い一部分の
幅が残りの部分と前記一部分との境界位置における前記残りの部分の幅よりも大きくなり
、隣接する前記一部分の間隔が隣接する前記残りの部分の間隔よりも小さくなるように前
記パターン化薄膜を形成するめっき工程とを備え、
　前記フレームは、前記下地の上に配置された第１フレーム層と、前記第１フレーム層の
上に配置された第２フレーム層とを有し、
　前記第１フレーム層の幅は、前記第２フレーム層の幅よりも小さく、
　前記フレームを形成する工程は、
　前記下地の上に、現像液によって溶解される材料よりなる第１層を形成する工程と、
　前記第１層の上にレジストよりなる第２層を形成する工程と、
　前記第２層を露光する工程と、
　前記第２層を現像する工程とを含み、
　前記第２層を現像する工程において、現像液によって前記第２層の一部が溶解されると
共に前記第１層の一部も溶解され、残った前記第１層によって前記第１フレーム層が形成
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され、残った前記第２層によって前記第２フレーム層が形成されることを特徴とするパタ
ーン化薄膜形成方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、線状部分を有するパターン化薄膜およびその形成方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
パターン化された薄膜（本出願においてパターン化薄膜と言う。）を形成する方法の一つ
として、例えば特公昭５６－３６７０６号公報に示されるようなフレームめっき法がある
。このフレームめっき法では、例えば基板の上に電極膜を形成し、その上にレジスト層を
形成し、このレジスト層をフォトリソグラフィによりパターニングして、めっきのための
フレーム（外枠）を形成する。そして、このフレームを用い、先に形成した電極膜を電極
およびシード層として用いて電気めっきを行って、導電材料よりなるパターン化薄膜を形
成する。
【０００３】
フレームめっき法によって形成されるパターン化薄膜は、例えばマイクロデバイスに使用
される。このようなマイクロデバイスとしては、薄膜インダクタ、薄膜磁気ヘッド、半導
体デバイス、薄膜を用いたセンサ、薄膜を用いたアクチュエータ等がある。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
パターン化薄膜には、コイルや配線のように、隣接する複数の線状部分を有するものがあ
る。このようなパターン化薄膜では、その集積度を高めるために、線状部分の幅や、隣接
する線状部分の間隔を小さくすることが要求される場合がある。
【０００５】
しかしながら、パターン化薄膜における線状部分の幅を小さくし過ぎると、線状部分の抵
抗値が増大し、その結果、線状部分が発熱する等の問題が生じる。
【０００６】
一方、パターン化薄膜における隣接する線状部分の間隔を小さくすることには、以下のよ
うな問題がある。すなわち、フレームめっき法によってパターン化薄膜を形成する場合に
は、パターン化薄膜における隣接する線状部分の間隔は、フレームにおいて隣接する溝部
分の間の仕切り部分の幅によって決まる。この仕切り部分の幅の最小限度は、フレームを
形成するために用いられるレジストの解像度によって決まる。なお、レジストの解像度は
、レジストの材料と露光方法によって決まる。このように、フレームめっき法によってパ
ターン化薄膜を形成する場合には、パターン化薄膜における隣接する線状部分の間隔は、
レジストの解像度によって決まる限度を超えて小さくすることが困難である。
【０００７】
本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その第１の目的は、フレームめっき法を
用いて、幅が小さく且つ抵抗値の小さい線状部分を有するパターン化薄膜を形成できるよ
うにしたパターン化薄膜形成方法を提供することにある。
【０００８】
また、本発明の第２の目的は、幅が小さく且つ抵抗値の小さい線状部分を有するパターン
化薄膜を提供することにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明のパターン化薄膜形成方法は、フレームめっき法によって、線状部分を有するパタ
ーン化薄膜を形成する方法であって、
下地の上に、底部近傍においてアンダーカットの入った形状のフレームを形成する工程と
、
フレームを用いてめっきを行って、線状部分において下地に近い一部分の幅が残りの部分
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の幅よりも大きくなるようにパターン化薄膜を形成するめっき工程とを備えたものである
。
【００１０】
本発明のパターン化薄膜形成方法によれば、パターン化薄膜の線状部分の幅を小さくし、
且つ線状部分の抵抗値を小さくすることができる。
【００１１】
本発明のパターン化薄膜形成方法において、パターン化薄膜は、隣接する複数の線状部分
を有するものであってもよい。
【００１２】
本発明のパターン化薄膜は、下地の上に配置され、線状部分を有するものであって、線状
部分において下地に近い一部分の幅が残りの部分の幅よりも大きいものである。
【００１３】
本発明のパターン化薄膜によれば、線状部分の幅を小さくし、且つ線状部分の抵抗値を小
さくすることができる。
【００１４】
本発明のパターン化薄膜は、隣接する複数の線状部分を有するものであってもよい。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態について図面を参照して詳細に説明する。
［第１の実施の形態］
まず、図１を参照して、本発明の第１の実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法が適用
されるマイクロデバイスの一例としての薄膜インダクタについて説明する。図１は本実施
の形態における薄膜インダクタの斜視図である。
【００１６】
図１に示した薄膜インダクタは、基板１０１と、この基板１０１の上に形成された薄膜コ
イル１０２と、薄膜コイル１０２の各端部に接続された２つのリード１０３とを備えてい
る。薄膜コイル１０２は、めっき法によって形成される。薄膜コイル１０２は、本実施の
形態に係るパターン化薄膜に対応する。
【００１７】
次に、図２ないし図９を参照して、本実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法について
詳しく説明する。本実施の形態では、底部近傍においてアンダーカットの入った形状のフ
レームを用いて、フレームめっき法によってパターン化薄膜を形成する。本実施の形態で
は、いわゆる２層レジストを用いて上記のフレームを形成する。２層レジストとは、下層
である第１層と上層である第２層とを有する２層構造の膜であって、少なくとも第２層が
レジストからなるものである。なお、２層レジストについては、例えば特開平９－９６９
０９号公報に記載されている。
【００１８】
本実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法では、まず、図２に示したように、基板１の
上に、例えばスパッタ法によって電極膜２を形成する。基板１の材料は、シリコン（Ｓｉ
）等の半導体でもよいし、アルティック（Ａｌ 2Ｏ 3・ＴｉＣ）等のセラミックでもよいし
、ポリエチレンテレフタレート等の樹脂でもよい。電極膜２は、金属等の導電材料によっ
て形成される。また、電極膜２の材料は、電極膜２の上に形成されるパターン化薄膜の材
料と同じ組成のものを用いるのが好ましい。また、電極膜２は、一層で構成されていても
よいし、複数の層で構成されていてもよい。電極膜２の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）
が用いられる。
【００１９】
次に、図３に示したように、パターン化薄膜の下地となる電極膜２の上に、スピンコート
法等により、現像液によって溶解される材料を塗布して、フレームの形成のために用いら
れる第１層３Ａを形成する。第１層３Ａの材料としては、例えばポリメチルグルタルイミ
ドが用いられる。次に、必要に応じて、第１層３Ａに対して熱処理を施す。
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【００２０】
次に、図４に示したように、第１層３Ａの上に、スピンコート法等により、レジストを塗
布して、フレームの形成のために用いられる第２層４Ａを形成する。次に、必要に応じて
、第２層４Ａに対して熱処理を施す。第１層３Ａおよび第２層４Ａによって２層レジスト
が構成される。
【００２１】
次に、図５に示したように、マスク５を介して第２層４Ａの露光を行い、第２層４Ａに、
マスク５のパターンに対応した潜像を形成する。次に、必要に応じて、第２層４Ａに対し
て熱処理を施す。
【００２２】
次に、図６に示したように、第２層４Ａを現像液によって現像する。このとき、現像液に
よって、第２層４Ａの一部が溶解されると共に第１層３Ａの一部も溶解される。これによ
り、残った第１層３Ａによってパターン化された第１フレーム層３Ｂが形成され、残った
第２層４Ａによってパターン化された第２フレーム層４Ｂが形成される。第１フレーム層
３Ｂの幅は、第２フレーム層４Ｂの幅よりも小さい。なお、図６には、第２層４Ａの形成
に用いられるレジストがポジ型で、そのため、第２層４Ａのうち、露光された部分が現像
後に除去される例を示している。次に、第１フレーム層３Ｂおよび第２フレーム層４Ｂを
水洗し、乾燥させる。
【００２３】
このようにして、第１層３Ａおよび第２層４Ａがパターニングされて、第１フレーム層３
Ｂおよび第２フレーム層４Ｂよりなり、底部近傍においてアンダーカットの入った形状の
フレーム６が形成される。
【００２４】
次に、必要に応じてめっき前処理を行った後、図７に示したように、フレーム６を用い、
電極膜２に電流を流して電気めっきを行って、フレーム６の溝部内にパターン化薄膜７を
形成する。パターン化薄膜７は、金属等の導電材料によって形成される。パターン化薄膜
７の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）が用いられる。
【００２５】
次に、例えば、図７に示した積層体を有機溶剤に浸漬し、揺動することによって、図８に
示したように、第１フレーム層３Ｂおよび第２フレーム層４Ｂを溶解させて除去する。
【００２６】
最後に、図９に示したように、パターン化薄膜７をマスクとして、ウェットエッチングに
よって、あるいはイオンミリング、反応性イオンエッチング等のドライエッチングによっ
て、電極膜２のうち、パターン化薄膜７の下に存在する部分以外の部分を除去する。
【００２７】
このようにして形成されたパターン化薄膜７は、隣接する複数の線状部分７１を有してい
る。このパターン化薄膜７では、線状部分７１において、下地である電極膜２に近い一部
分（以下、第２の部分と言う。）７１ｂの幅Ｗ２が、残りの部分（以下、第１の部分と言
う。）７１ａの幅Ｗ１よりも大きくなっている。
【００２８】
　なお、図６ないし図９には、第２フレーム層４Ｂの壁部が、基板１の上面に対して垂直
であり、その結果、線状部分７１の第１の部分７１ａの側壁も基板１の上面に対して垂直
になっている例を示している。しかし、本実施の形態は、図１０および図１１に示した各
例も含む。図１０および図１１は、いずれも、フレーム６を用いて、めっきによってパタ
ーン化薄膜７を形成した直後の状態を示している。図１０および図１１に示した各例では
、いずれも、第２フレーム層４Ｂの壁部および第１の部分７１ａの側壁が、基板１の上面
に垂直な方向に対して傾いている。図１０に示した例では、第２フレーム層４Ｂにおいて
、フレーム６の溝部を挟んで対向する２つ壁部の間隔は上側ほど なっている。その
結果、図１０に示した例では、第１の部分７１ａの幅は上側ほど なっている。図１
０に示した例では、第２の部分７１ｂの幅Ｗ２は、第１の部分７１ａと第２の部分７１ｂ
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との境界位置における第１の部分７１ａの幅Ｗ１よりも大きくなっている。図１１に示し
た例では、第２フレーム層４Ｂにおいて、フレーム６の溝部を挟んで対向する２つ壁部の
間隔は上側ほど なっている。その結果、図１１に示した例では、第１の部分７１ａ
の幅は上側ほど なっている。図１１に示した例では、第２の部分７１ｂの幅Ｗ２は
、第１の部分７１ａと第２の部分７１ｂとの境界位置における第１の部分７１ａの幅Ｗ１
よりも大きくなっている。
【００２９】
以上説明したように、本実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法は、下地である電極膜
２の上に、底部近傍においてアンダーカットの入った形状のフレーム６を形成する工程と
、フレーム６を用いてめっきを行って、パターン化薄膜７を形成するめっき工程とを備え
ている。パターン化薄膜７は、隣接する複数の線状部分７１を有し、線状部分７１におい
て電極膜２に近い第２の部分７１ｂの幅Ｗ２が第１の部分７１ａの幅Ｗ１よりも大きくな
っている。従って、本実施の形態によれば、パターン化薄膜７の線状部分７１の全体が一
定の幅Ｗ１を有する場合に比べて、線状部分７１の抵抗値を小さくすることができる。
【００３０】
また、本実施の形態では、隣接する第１の部分７１ａの間隔は、第２層４Ａに用いられる
レジストの解像度によって決まる限度を超えて小さくすることは困難である。しかしなが
ら、隣接する第２の部分７１ｂの間隔は、レジストの解像度によって決まる限度を超えて
小さくすることができる。従って、本実施の形態によれば、線状部分７１の全体が一定の
幅Ｗ１を有する場合に比べて線状部分７１のピッチを変えることなく、第２の部分７１ｂ
の幅Ｗ２を第１の部分７１ａの幅Ｗ１よりも大きくして、線状部分７１の抵抗値を小さく
することができる。
【００３１】
以上のことから、本実施の形態によれば、フレームめっき法を用いて、線状部分７１のピ
ッチを大きくすることなく、幅が小さく且つ抵抗値の小さい線状部分７１を有するパター
ン化薄膜７を形成することができる。これにより、本実施の形態によれば、線状部分７１
が発熱することを防止することができる。
【００３２】
ところで、線状部分７１の全体が一定の幅を有する場合において、隣接する線状部分７１
の間隔が小さくなると、隣接する線状部分７１の間に位置する電極膜２をエッチングによ
って良好に除去できなくなる場合がある。これに対し、本実施の形態では、隣接する第１
の部分７１ａの間隔は、隣接する第２の部分７１ｂの間隔よりも大きい。従って、隣接す
る第２の部分７１ｂの間隔が小さくても、隣接する線状部分７１の間に位置する電極膜２
をエッチングによって良好に除去することができる。
【００３３】
次に、本実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法の実施例について説明する。本実施例
では、基板１として、直径３インチ（７６．２ｍｍ）、厚さ０．４ｍｍのシリコン基板を
用いた。本実施例のパターン化薄膜形成方法では、まず、スパッタ装置を用いて、基板１
の上に、以下の条件でＣｕをスパッタリングして、Ｃｕよりなる厚さ１００ｎｍの電極膜
２を形成した。スパッタ装置としては、日電アネルバ社製の直流スパッタ装置ＳＰＦ－７
４０Ｈ（製品名）を用いた。スパッタ装置におけるターゲットはＣｕとした。スパッタ装
置の出力は１０００Ｗとした。スパッタ装置におけるスパッタ室内には、Ａｒガスを５０
ｓｃｃｍの流量で供給した。スパッタ室内におけるＡｒガスの圧力は、２．０ｍＴｏｒｒ
（約０．２６６Ｐａ）とした。
【００３４】
次に、電極膜２の上に、スピンコート法によりポリメチルグルタルイミドを塗布して、第
１層３Ａを形成した。ポリメチルグルタルイミドとしては、Ｓｈｉｐｌｅｙ社製ＬＯＬ－
１０００（製品名）を使用した。第１層３Ａの厚みは１００ｎｍとした。次に、第１層３
Ａに対して、ホットプレートを用いて１８０℃の温度で、６００秒間の熱処理を施し、そ
の後、第１層３Ａを室温まで冷却した。
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【００３５】
次に、第１層３Ａの上に、スピンコート法によりレジストを塗布して、第２層４Ａを形成
した。レジストとしては、信越化学工業社製ＳＩＰＲ－９７４０（製品名）を使用した。
第２層４Ａの厚みは３μｍとした。次に、第２層４Ａに対して、ホットプレートを用いて
１００℃の温度で、１８０秒間の熱処理を施した。
【００３６】
次に、露光装置を用いて、以下の条件で、マスク５を介して第２層４Ａの露光を行い、第
２層４Ａに、マスク５のパターンに対応した潜像を形成した。露光装置としては、ニコン
製ＮＳＲ－ｉ１２ＴＦＨ（製品名）を用いた。マスク５のパターンは、透光部が１０ター
ンの渦巻き状をなし、遮光部の幅が１．０μｍで、透光部の幅が１．５μｍで、透光部の
ピッチが２．５μｍとなるパターンとした。露光量（Ｄｏｓｅ）は、３００ｍＪ／ｃｍ２

とした。
【００３７】
次に、現像液として２．３８％のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの水溶液を用い
て、パドル法によって、第２層４Ａに対して、５０秒間の現像を２回行った。これにより
、現像液によって、第２層４Ａの一部が溶解されると共に第１層３Ａの一部も溶解されて
、第１フレーム層３Ｂおよび第２フレーム層４Ｂが形成された。次に、第１フレーム層３
Ｂおよび第２フレーム層４Ｂを水洗し、乾燥させて、フレーム６を完成させた。
【００３８】
次に、フレーム６を用いて電気めっきを行って、フレーム６の溝部内に、Ｃｕよりなるパ
ターン化薄膜７を形成した。めっき浴としては、Ｃｕのめっきに用いられる一般的な硫酸
銅浴を用いた。パターン化薄膜７の厚さは２．８μｍとした。
【００３９】
次に、パターン化薄膜７を含む積層体を、アセトン中に浸漬し、揺動することによって、
フレーム６を溶解させて除去した。
【００４０】
次に、イオンミリング装置を用いて、下記の条件で、電極膜２を選択的にエッチングして
、電極膜２のうち、パターン化薄膜７の下に存在する部分以外の部分を除去した。イオン
ミリング装置としては、コモンウェルス社製８Ｃ（製品名）を用いた。イオンミリング装
置における出力は、５００Ｗ、５００ｍＡとした。エッチング室内のガスの圧力は３ｍＴ
ｏｒｒ（約０．３９９Ｐａ）とした。イオン照射角度は０°（イオン照射方向が基板に垂
直）とした。
【００４１】
このようにして、パターン化薄膜７からなり、ピッチが２．５μｍ、厚さが２．８μｍで
、１０ターンの薄膜コイルが得られた。パターン化薄膜７の線状部分７１において、第１
の部分７１ａの幅Ｗ１は１．７μｍで、第２の部分７１ｂの幅Ｗ２は２．１μｍであった
。第２の部分７１ｂのうち、第１の部分７１ａの側壁よりも外側に張り出した２つの部分
の断面形状は、それぞれ、幅が０．２μｍで、高さが０．１μｍの矩形であった。
【００４２】
［第２の実施の形態］
次に、図１２ないし図２０を参照して、本発明の第２の実施の形態に係るパターン化薄膜
形成方法について説明する。本実施の形態では、マイクログルーブを利用して、底部近傍
においてアンダーカットの入った形状のフレームを形成する。なお、マイクログルーブを
利用して、底部近傍においてアンダーカットの入った形状のレジスト層を形成する方法に
ついては、特開平８－６９１１１号公報に記載されている。
【００４３】
本実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法では、図２に示したように、電極膜２を形成
する工程までは、第１の実施の形態と同様である。本実施の形態では、次に、図１２に示
したように、電極膜２の上に、スピンコート法等によりレジストを塗布して、レジスト層
１４Ａを形成する。レジストとしては、ポジ型で、特にマイクログルーブを発生しやすい

10

20

30

40

50

(6) JP 3957178 B2 2007.8.15



レジストを用いる。このようなレジストとしては、具体的には、特開平８－６９１１１号
公報に示された種々のレジストを用いることができる。次に、必要に応じて、レジスト層
１４Ａに対して熱処理を施す。
【００４４】
次に、図１３に示したように、マスク５を介してレジスト層１４Ａの露光を行い、レジス
ト層１４Ａに、マスク５のパターンに対応した潜像を形成する。次に、必要に応じて、レ
ジスト層１４Ａに対して熱処理を施す。
【００４５】
次に、図１４に示したように、レジスト層１４Ａを現像液によって現像する。これにより
、残ったレジスト層１４Ａによってフレーム１４Ｂが形成される。次に、フレーム１４Ｂ
を水洗し、乾燥させる。
【００４６】
フレーム１４Ｂには、底部近傍においてマイクログルーブが形成される。このようにして
、底部近傍においてアンダーカットの入った形状のフレーム１４Ｂが形成される。
【００４７】
次に、必要に応じてめっき前処理を行った後、図１５に示したように、フレーム１４Ｂを
用い、電極膜２に電流を流して電気めっきを行って、フレーム１４Ｂの溝部内にパターン
化薄膜１７を形成する。パターン化薄膜１７は、金属等の導電材料によって形成される。
パターン化薄膜１７の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）が用いられる。
【００４８】
次に、例えば、図１５に示した積層体を有機溶剤に浸漬し、揺動することによって、図１
６に示したように、フレーム１４Ｂを溶解させて除去する。
【００４９】
最後に、図１７に示したように、パターン化薄膜１７をマスクとして、ウェットエッチン
グによって、あるいはイオンミリング、反応性イオンエッチング等のドライエッチングに
よって、電極膜２のうち、パターン化薄膜１７の下に存在する部分以外の部分を除去する
。
【００５０】
このようにして形成されたパターン化薄膜１７は、隣接する複数の線状部分７２を有して
いる。このパターン化薄膜１７では、線状部分７２において、下地である電極膜２に近い
一部分である第２の部分７２ｂの最大幅が、残りの部分である第１の部分７２ａの幅より
も大きくなっている。
【００５１】
図１８ないし図２０は、それぞれ、本実施の形態における線状部分７２の形状の例を示し
ている。これらの例では、いずれも、第２の部分７２ｂの幅は、線状部分７２の底部にお
いて最大であり、第１の部分７２ａに近い位置ほど小さくなっている。また、図１８に示
した例では、第２の部分７２ｂの側壁は、基板１の上面に垂直な方向に対して傾いた斜面
になっている。図１９に示した例では、第２の部分７２ｂの側壁は、基板１の上面に垂直
な方向に対して傾いた凹面になっている。図２０に示した例では、第２の部分７２ｂの側
壁は、基板１の上面に垂直な方向に対して傾いた凸面になっている。
【００５２】
次に、本実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法の実施例について説明する。本実施例
では、電極膜２を形成する工程までは、第１の実施の形態における実施例と同様である。
【００５３】
本実施例では、次に、電極膜２の上に、スピンコート法によりレジストを塗布して、レジ
スト層１４Ａを形成した。レジストとしては、信越化学工業社製ＳＩＰＲ－９６９１（製
品名）を使用した。レジスト層１４Ａの厚みは３μｍとした。次に、レジスト層１４Ａに
対して、ホットプレートを用いて１００℃の温度で、１８０秒間の熱処理を施した。
【００５４】
次に、露光装置を用いて、以下の条件で、マスク５を介してレジスト層１４Ａの露光を行
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い、レジスト層１４Ａに、マスク５のパターンに対応した潜像を形成した。露光装置とし
ては、ニコン製ＮＳＲ－ｉ１２ＴＦＨ（製品名）を用いた。マスク５のパターンは、第１
の実施の形態における実施例と同様である。露光量（Ｄｏｓｅ）は、４００ｍＪ／ｃｍ２

とした。
【００５５】
次に、現像液として２．３８％のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの水溶液を用い
て、パドル法によって、レジスト層１４Ａに対して、５０秒間の現像を２回行った。その
後、レジスト層１４Ａを水洗し、乾燥させて、フレーム１４Ｂを完成させた。
【００５６】
次に、フレーム１４Ｂを用いて電気めっきを行って、フレーム１４Ｂの溝部内に、Ｃｕよ
りなるパターン化薄膜１７を形成した。めっき浴としては、Ｃｕのめっきに用いられる一
般的な硫酸銅浴を用いた。パターン化薄膜１７の厚さは２．８μｍとした。
【００５７】
次に、パターン化薄膜１７を含む積層体を、アセトン中に浸漬し、揺動することによって
、フレーム１４Ｂを溶解させて除去した。
【００５８】
次に、イオンミリング装置を用いて、第１の実施の形態における実施例と同じ条件で、電
極膜２を選択的にエッチングして、電極膜２のうち、パターン化薄膜１７の下に存在する
部分以外の部分を除去した。
【００５９】
このようにして、パターン化薄膜１７からなり、ピッチが２．５μｍ、厚さが２．８μｍ
で、１０ターンの薄膜コイルが得られた。パターン化薄膜１７の線状部分７２において、
第１の部分７２ａの幅は１．７μｍで、第２の部分７２ｂの最大幅は１．９μｍであった
。第２の部分７２ｂのうち、第１の部分７２ａの側壁よりも外側に張り出した２つの部分
の断面形状は、それぞれ、最大幅が０．１μｍで、最大高さが０．１μｍの楔形であった
。
【００６０】
本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第１の実施の形態と同様である
。
【００６１】
［第３の実施の形態］
次に、図２１ないし図２８を参照して、本発明の第３の実施の形態に係るパターン化薄膜
形成方法について説明する。本実施の形態では、画像反転機能を有するレジストを用いて
、底部近傍においてアンダーカットの入った形状のフレームを形成する。なお、画像反転
機能を有するレジストを用いて、底部近傍においてアンダーカットの入った形状のレジス
ト層を形成する方法については、特開平９－９６９０９号公報に記載されている。
【００６２】
本実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法では、図２に示したように、電極膜２を形成
する工程までは、第１の実施の形態と同様である。本実施の形態では、次に、図２１に示
したように、電極膜２の上に、スピンコート法等により、画像反転機能を有するレジスト
を塗布して、レジスト層２４Ａを形成する。画像反転機能を有するレジストとは、ポジ型
レジストであるが、露光によって現像液に対して可溶性となった部分が、加熱されること
により現像液に対して不溶性に変化するレジストである。このようなレジストとしては、
具体的には、特開平９－９６９０９号公報に示された種々のレジストを用いることができ
る。次に、必要に応じて、レジスト層２４Ａに対して熱処理を施す。
【００６３】
次に、図２２に示したように、マスク２５を介してレジスト層２４Ａの露光を行い、レジ
スト層２４Ａに、マスク２５のパターンに対応した潜像を形成する。次に、必要に応じて
、レジスト層２４Ａに対して熱処理を施す。マスク２５のパターンは、レジスト層２４Ａ
のうち、現像後に残す部分が露光されるようなパターンである。図２２において、符号２
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４Ｂは、レジスト層２４Ａのうちの露光された部分を示している。
【００６４】
次に、図２３に示したように、レジスト層２４Ａを加熱して、レジスト層２４Ａのうちの
露光された部分２４Ｂを、現像液に対して不溶性となるように変化させる。
【００６５】
次に、図２４に示したように、レジスト層２４Ａの全面を露光し、レジスト層２４Ａのう
ち、最初の露光時に露光された部分２４Ｂ以外の部分を、現像液に対して可溶性となるよ
うにする。
【００６６】
次に、図２５に示したように、レジスト層２４Ａを現像液によって現像する。これにより
、残ったレジスト層２４Ａによってフレーム２４Ｃが形成される。次に、フレーム２４Ｃ
を水洗し、乾燥させる。
【００６７】
画像反転機能を有するレジストを用い、露光、露光後の熱処理および現像の各条件を調整
することにより、底部近傍においてアンダーカットの入った形状のフレーム２４Ｃを形成
することができる。
【００６８】
次に、必要に応じてめっき前処理を行った後、図２６に示したように、フレーム２４Ｃを
用い、電極膜２に電流を流して電気めっきを行って、フレーム２４Ｃの溝部内にパターン
化薄膜２７を形成する。パターン化薄膜２７は、金属等の導電材料によって形成される。
パターン化薄膜２７の材料としては、例えば銅（Ｃｕ）が用いられる。
【００６９】
次に、例えば、図２６に示した積層体を有機溶剤に浸漬し、揺動することによって、図２
７に示したように、フレーム２４Ｃを溶解させて除去する。
【００７０】
最後に、図２８に示したように、パターン化薄膜２７をマスクとして、ウェットエッチン
グによって、あるいはイオンミリング、反応性イオンエッチング等のドライエッチングに
よって、電極膜２のうち、パターン化薄膜２７の下に存在する部分以外の部分を除去する
。
【００７１】
このようにして形成されたパターン化薄膜２７は、隣接する複数の線状部分７３を有して
いる。このパターン化薄膜２７では、線状部分７３において、下地である電極膜２に近い
一部分である第２の部分７３ｂの最大幅が、残りの部分である第１の部分７３ａの幅より
も大きくなっている。
【００７２】
なお、本実施の形態における線状部分７３の形状は、第２の実施の形態における線状部分
７２の形状と同様である。
【００７３】
次に、本実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法の実施例について説明する。本実施例
では、電極膜２を形成する工程までは、第１の実施の形態における実施例と同様である。
【００７４】
本実施例では、次に、電極膜２の上に、スピンコート法によりレジストを塗布して、レジ
スト層２４Ａを形成した。レジストとしては、クラリアント社製ＡＺ５２１４Ｅ（製品名
）を使用した。レジスト層２４Ａの厚みは３μｍとした。次に、レジスト層２４Ａに対し
て、ホットプレートを用いて１００℃の温度で、１８０秒間の熱処理を施した。
【００７５】
次に、露光装置を用いて、以下の条件で、マスク２５を介してレジスト層２４Ａの露光を
行い、レジスト層２４Ａに、マスク２５のパターンに対応した潜像を形成した。露光装置
としては、ニコン製ＮＳＲ－ｉ１２ＴＦＨ（製品名）を用いた。マスク２５のパターンは
、遮光部が１０ターンの渦巻き状をなし、遮光部の幅が１．５μｍで、透光部の幅が１．
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０μｍで、遮光部のピッチが２．５μｍとなるパターンとした。露光量（Ｄｏｓｅ）は、
５０ｍＪ／ｃｍ２ とした。
【００７６】
次に、レジスト層２４Ａに対して、ホットプレートを用いて１００℃の温度で、１８０秒
間の熱処理を施して、レジスト層２４Ａのうちの露光された部分２４Ｂを、現像液に対し
て不溶性となるように変化させた。
【００７７】
次に、露光装置を用いて、以下の条件で、レジスト層２４Ａの全面を露光し、レジスト層
２４Ａのうち、最初の露光時に露光された部分２４Ｂ以外の部分を、現像液に対して可溶
性となるようにした。露光装置としては、ニコン製ＮＳＲ－ｉ１２ＴＦＨ（製品名）を用
いた。露光量（Ｄｏｓｅ）は、１００ｍＪ／ｃｍ２ とした。
【００７８】
次に、現像液として２．３８％のテトラメチルアンモニウムヒドロキシドの水溶液を用い
て、パドル法によって、レジスト層２４Ａに対して、５０秒間の現像を４回行った。その
後、レジスト層２４Ａを水洗し、乾燥させて、フレーム２４Ｃを完成させた。
【００７９】
次に、フレーム２４Ｃを用いて電気めっきを行って、フレーム２４Ｃの溝部内に、Ｃｕよ
りなるパターン化薄膜２７を形成した。めっき浴としては、Ｃｕのめっきに用いられる一
般的な硫酸銅浴を用いた。パターン化薄膜２７の厚さは２．８μｍとした。
【００８０】
次に、パターン化薄膜２７を含む積層体を、アセトン中に浸漬し、揺動することによって
、フレーム２４Ｃを溶解させて除去した。
【００８１】
次に、イオンミリング装置を用いて、第１の実施の形態における実施例と同じ条件で、電
極膜２を選択的にエッチングして、電極膜２のうち、パターン化薄膜２７の下に存在する
部分以外の部分を除去した。
【００８２】
このようにして、パターン化薄膜２７からなり、ピッチが２．５μｍ、厚さが２．８μｍ
で、１０ターンの薄膜コイルが得られた。パターン化薄膜２７の線状部分７３において、
第１の部分７３ａの幅は１．７μｍで、第２の部分７３ｂの最大幅は２．０μｍであった
。第２の部分７３ｂのうち、第１の部分７３ａの側壁よりも外側に張り出した２つの部分
の断面形状は、それぞれ、最大幅が０．１５μｍで、最大高さが０．２μｍの楔形であっ
た。
【００８３】
本実施の形態におけるその他の構成、作用および効果は、第１の実施の形態と同様である
。
【００８４】
なお、本発明は上記各実施の形態に限定されず、種々の変更が可能である。例えば、本発
明は、第１の実施の形態で示した薄膜インダクタに限らず、薄膜磁気ヘッド、半導体デバ
イス、薄膜を用いたセンサ、薄膜を用いたアクチュエータ等の他のマイクロデバイスにお
けるパターン化薄膜を形成する場合にも適用することができる。また、パターン化薄膜は
、コイルに限らず、配線等であってもよい。
【００８５】
【発明の効果】
　以上説明したように請求項 記載のパターン化薄膜形成方法では、底部近傍においてア
ンダーカットの入った形状のフレームを用いてめっきを行って、パターン化薄膜を形成す
る。従って、本発明によれば、フレームめっき法を用いて、幅が小さく且つ抵抗値の小さ
い線状部分を有するパターン化薄膜を形成することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法が適用されるマイクロ
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デバイスの一例としての薄膜インダクタを示す斜視図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法における一工程を説明
するための断面図である。
【図３】図２に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図４】図３に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図５】図４に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図６】図５に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図７】図６に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図８】図７に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図９】図８に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態におけるパターン化薄膜の他の形状を示す断面図で
ある。
【図１１】本発明の第１の実施の形態におけるパターン化薄膜の更に他の形状を示す断面
図である。
【図１２】本発明の第２の実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法における一工程を説
明するための断面図である。
【図１３】図１２に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１４】図１３に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１５】図１４に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１６】図１５に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１７】図１６に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図１８】本発明の第２の実施の形態におけるパターン化薄膜の線状部分の形状の一例を
示す断面図である。
【図１９】本発明の第２の実施の形態におけるパターン化薄膜の線状部分の形状の他の例
を示す断面図である。
【図２０】本発明の第２の実施の形態におけるパターン化薄膜の線状部分の形状の更に他
の例を示す断面図である。
【図２１】本発明の第３の実施の形態に係るパターン化薄膜形成方法における一工程を説
明するための断面図である。
【図２２】図２１に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図２３】図２２に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図２４】図２３に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図２５】図２４に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図２６】図２５に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図２７】図２６に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【図２８】図２７に示した工程に続く工程を説明するための断面図である。
【符号の説明】
１…基板、２…電極膜、３Ａ…第１層、３Ｂ…第１フレーム層、４Ａ…第２層、４Ｂ…第
２フレーム層、５…マスク、６…フレーム、７…パターン化薄膜、７１…線状部分、７１
ａ…第１の部分、７１ｂ…第２の部分、１０１…基板、１０２…薄膜コイル、１０３…リ
ード。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】

【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】

【 図 ２ ３ 】

【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】

【 図 ２ ７ 】

【 図 ２ ８ 】
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